
１． 調査名、委託予定数量、委託予定金額及び調査場所

※

（うち取引に係る消費税及び

地方消費税額 円也）

（注）　（　）の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

２． 契約期間

自 令 和 年 月 日

至 令 和 年 月 日

３． 契約保証金 免　　除

４． 特約事項 別紙１のとおり

年 月 日

委託者（甲） （住所）
（氏名）

受託者（乙） （住所）

（氏名）

6

6 12 25

秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376-13

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長　佐々木　弘義

令和 6

収穫調査委託
（合川・森吉
・阿仁地区）

397.21
別紙調査
内訳書の

とおり

委託金額 円也

　上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 米代東部森林管理署上小阿仁
支署長  佐々木 弘義（以下「甲」という。）と受託者　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）
とは、本契約書及び令和６年　月　　日付けで交付した収穫調査委契約約款によって委託契
約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　本契約の証として本書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

（案）

収　穫　調　査　委　託　契　約　書

調　　査　　名
委託予定

数量 委　託　予　定　金　額 調査場所

（森林管理署等） (ha)



林名区分 林小班

羽根山 国有林 206ち 3.20 222 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

羽根山 国有林 206り 1.16 41 列間(簡標) 33 標準地(襲用)

羽根山 国有林 206り1 0.37 24 列間(簡標) 33 標準地(襲用)

羽根山 国有林 206り2 0.70 22 列間(簡標) 33 標準地(襲用)

羽根山 国有林 206る 5.07 237 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

羽根山 国有林 206る1 0.06 3 列間(簡標) 33 標準地(襲用)

羽根山 国有林 208は 10.50 841 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

羽根山 国有林 209い 0.50 13 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

羽根山 国有林 217ち 2.10 786 皆伐 100 標準地(簡標)

羽根山 国有林 233い 2.88 1,271 皆伐 100 標準地(簡標)

羽根山 国有林 233は 3.65 1,458 皆伐 100 標準地(簡標)

羽根山 国有林 233へ1 0.50 15 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

羽根山 国有林 234い3 6.05 161 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

羽根山 国有林 234い4 3.22 84 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

羽根山 国有林 234い5 3.35 89 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

羽根山 国有林 234ろ 4.75 116 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

三里 国有林 247そ 4.24 2,424 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 247つ 4.78 1,476 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 255は① 4.82 2,977 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 255は② 3.51 2,168 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 256ほ 0.56 331 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 258に① 4.20 980 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 258に② 3.88 906 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 258ほ 0.32 131 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 258ち 1.50 530 皆伐 100 標準地(簡標)

調査方法 備考

調　査　内　訳　書

森林管理
署等

調査場所 予定面積
（ha）

予定材積
（㎥）

伐採種
伐採率
（％）



林名区分 林小班
調査方法 備考

森林管理
署等

調査場所 予定面積
（ha）

予定材積
（㎥）

伐採種
伐採率
（％）

三里 国有林 258り① 3.54 1,396 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 258り② 2.56 1,009 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 260と① 3.09 958 皆伐 100 標準地(簡標)

三里 国有林 260と② 4.93 1,529 皆伐 100 標準地(簡標)

前田 分収造林 1002に 2.08 1,365 皆伐 100 直径毎木

平田 国有林 1015ろ 0.97 147 複層伐(帯・群) 47 標準地(簡標)

平田 国有林 1015ろ1 1.39 260 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1015ろ2 0.66 74 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1015ろ3 1.99 125 複層伐(帯・群) 38 標準地(簡標)

平田 国有林 1015ろ4 0.76 142 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1015は 9.32 1,102 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1015と 2.95 382 複層伐(帯・群) 46 標準地(簡標)

平田 国有林 1015や9 2.01 163 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

平田 国有林 1015ゆ 13.44 1,287 複層伐(帯・群) 33 標準地(簡標)

平田 国有林 1015も 0.35 47 複層伐(帯・群) 31 標準地(簡標)

平田 国有林 1017わ 5.51 446 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1017よ 14.08 1,184 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1017た 5.93 499 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1017た1 1.97 158 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1018い 14.80 1,174 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1018ろ3 5.12 81 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1018よ 10.06 719 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

平田 国有林 1018よ1 2.62 210 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1018よ2 3.29 268 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1018た 13.76 983 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1018た1 3.05 228 列間(簡標) 25 標準地(襲用)



林名区分 林小班
調査方法 備考

森林管理
署等

調査場所 予定面積
（ha）

予定材積
（㎥）

伐採種
伐採率
（％）

平田 国有林 1018た2 6.94 509 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

平田 国有林 1018た3 3.06 186 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

平田 国有林 1019い 9.93 518 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

平田 国有林 1019ろ1 7.33 701 列間(簡標) 33 標準地(襲用)

平田 国有林 1019ろ2 6.48 193 列間(簡標) 33 標準地(簡標)

平田 国有林 1019ろ3 8.77 233 列間(簡標) 33 標準地(襲用)

湯の岱 分収育林 1041そ 2.72 1,553 皆伐 100 直径毎木

湯の岱 分収育林 1041つ 2.87 1,597 皆伐 100 直径毎木

湯の岱 国有林 1042ぬ 13.29 679 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

湯の岱 国有林 1042ら① 4.92 2,000 皆伐 100 標準地(簡標)

湯の岱 国有林 1042ら② 4.21 1,712 皆伐 100 標準地(簡標)

湯の岱 国有林 1042む 16.71 2,068 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

湯の岱 国有林 1043ろ 12.02 1,254 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

湯の岱 国有林 1043ろ1 18.32 1,857 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

湯の岱 国有林 1043ろ2 12.26 1,243 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

前田 分収育林 1047ち 3.92 2,795 皆伐 100 直径毎木

中村 国有林 2011る 0.61 48 列間(簡標) 25 標準地(襲用)

中村 国有林 2011よ 0.89 125 列間(簡標) 25 標準地(簡標)

中村 国有林 2011た 9.38 179 複層伐(帯・群) 16 標準地(簡標)

中村 国有林 2011た1 10.48 564 複層伐(帯・群) 30 標準地(簡標)

中村 国有林 2011れ3 5.83 837 複層伐(天) 50 標準地(簡標)

中村 国有林 2011ね 0.99 52 複層伐(帯・群) 30 標準地(簡標)

中村 国有林 2011ら 7.48 785 複層伐(帯・群) 35 標準地(簡標)

比立内 分収造林 2057ろ 9.88 3,344 皆伐 100 標準地(簡標)

比立内 分収育林 2061よ 2.55 2,254 皆伐 100 直径毎木

笑内 国有林 2079ね1① 3.62 1,142 皆伐 100 標準地(簡標)



林名区分 林小班
調査方法 備考

森林管理
署等

調査場所 予定面積
（ha）

予定材積
（㎥）

伐採種
伐採率
（％）

笑内 国有林 2079ね1② 4.94 1,559 皆伐 100 標準地(簡標)

笑内 国有林 2079ね1③ 0.71 224 皆伐 100 標準地(簡標)

合計 397.21 63,453



別紙１

暴力団排除に関する特約条項

（属性要件に基づく契約解除）

第１条 甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ。）が

次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する

ことができる。

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団
員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、

何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第３条 乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。

２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を

再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受

任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に

関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確

約する。



（再請負契約等に関する契約解除）

第４条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当

該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者

（再請負人等）との契約を解除させるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負

人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負

人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）と

の契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、こ

れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合におい

て、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第６条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ

ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、

速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力

を行うものとする。


